
 

 

１．大切な「いのち」を守るために…vol.３ ① 

忘年会、新年会が増える年末年始。飲みすぎには注意しましょう 

 お酒は適切な量であれば体によいといわれていますが、不適切な飲み方をすると様々な 

病気を引き起こす可能性があります。 

 特に、年末年始はお酒の席が続きますが、お酒との上手な付き合い方を身につけて、楽し

い時間を過ごしましょう 

（1）見直そう！お酒との付き合い方～依存症を防ぐ4つのポイント～ 

 

◎休肝日をつくる 

週2日以上連続して休肝日を 

とるのが理想的です。 

周囲にも宣言して協力してもらいましょ

う。休肝日は、お酒以外の趣味などリフ
レッシュの時間にあてましょう。 

◎寝酒や深酒はしない 

深い眠りを妨げるため、 

寝酒は避けましょう。 

寝る2時間前までに 

切り上げて、気分がよくなる程度の 

「ほろ酔い」でストップしましょう。 

◎目安量でゆっくり楽しむ 

まずはつまみでお腹を満たし、一口飲ん
だらコップをテーブルに置きましょう。 

１日あたりの適正飲酒量（健康な男性の例） 

「アルコールウォッチ」を活用しませんか？ 

 飲んだお酒を選ぶと,、純アルコール量と 

 分解時間の チェックができます。 

 

 

上記の 

二次元コードから 

チェック！ 

◎強いお酒は薄める 

肝臓や胃腸を守るためにも、ウイスキー

や焼酎などアルコール度数が高いお酒は

薄めましょう。また、アルコールには利

尿作用があり、のどが渇いたからとお酒

を飲んでも水分補給にはなりません。逆

に脱水症状のリスク上昇の恐れがあるた

め、飲む前、飲んでいる間の水分補給も

忘れずに行いましょう。 

 

  純アルコール約20g量 

ビール（5度） ロング缶1本（500mℓ） 

日本酒（15度） 1合（180mℓ） 

ワイン（14度） グラス1.5杯（約180mℓ） 

ハイボール（7度） 350mℓ缶1本 

チューハイ（9度） 350mℓ缶4/5本（280mℓ） 

 

 水割り 

 お湯割り 

 ソーダ割 

 

 

ロック＋普通の水 

 

 

  ロック 



うつ病や不眠を併発しやすい 

 寝る前のお酒は寝つきをよくするといわ

れますが、大量に飲めば眠りが浅くなった

り、早朝に目が覚めやすくなったりするこ

とから、睡眠の質は低下しま

す。また、アルコールによる

意欲低下や気持ちの落ち込み

は、うつ病につながりやすく

なります。 

〈身体への影響〉 〈こころへの影響〉 

〈その他の影響〉 

周囲を巻き込みやすい 

 社会のルールが守れなくなり、周囲の人
に迷惑がかかります。特に家族には、家計
や人間関係などの深刻な問題としてふりか
かってきます。当人にお酒をやめさせよう
として苦しむうちに自分も追い詰められて
しまう人も少なくありません。 

事件や事故につながりやすい 

 体内のアルコールが切れない状態が続け

ば、判断力や思考力は常に低下したままで

す。飲酒運転や暴力などの問題を起こしや

すくなります。 

  現れる障害 

脳 
アルコール依存症・認知症 

うつ病・睡眠障害 

喉・食道 口腔がん・咽頭がん・食道がん 

心血管系 高血圧・不整脈・虚血性心疾患・心筋症 

肝臓 
脂肪肝・アルコール性肝炎・肝硬変・肝臓

がん 

膵臓 糖尿病・膵炎・膵臓がん 

大腸 大腸がん 

その他 痛風・脂質異常・末梢神経障害・乳がん 

（２）大量飲酒は身体とこころにどのような影響があるの？ 

□飲みたい気持ちを抑えられない  

□酒量を減らそうとするが、うまくいかない  

□飲む量や二日酔いが増えた    

□飲みすぎによる健康問題がある 

□手のふるえ、発汗、眠れないなどの症状がある 

＜こんな症状はありませんか？＞ 

思い当たる症状があれば、 

アルコール依存症かも！？ 

（３）アルコール依存症とは？ 

アルコール依存症とは、自分では飲酒のコントロールができなくなる病気です。進行する

と心身に不調が生じるばかりでなく、周囲に多大な迷惑をかけたり、社会的な信用を失う

ことになるなど、様々な悪影響を及ぼします。誰でもなる可能性がある上、「否認の病

気」とも言われており、本人が回復の必要性を自覚するまでには時間がかかります。 

（４）相談できます お酒の悩み 

  アルコール依存症からの回復には本人はもちろん、家族をはじめ周囲のサポートがとても

大切です。長崎市地域保健課では、アルコール問題を抱えたご本人やご家族からの相談を 

お受けしています。どうぞ、お気軽にご相談ください。 

電話：095-829-1311（精神保健相談ダイヤル） 8：45～17：30 月～金  



市内の地元企業６事業者が新たに長崎市の地域貢献企業として認定を受けました！ 

 

長崎市では、自治会や地域コミュニティ連絡協議会などの地域団体が行う地域活動に貢献する事業者を「なが

さき型地域貢献企業等」として認定しています。 

具体的には、自治会等が実施する清掃活動への参加や行事への協力、また従業員が地域活動に従事する際に取

得できる有給休暇制度（地域貢献休暇制度）の創設など、地域コミュニティの推進に多大な貢献をしている事業

者を認定するものです。 

 

この度、新たに６事業者を「ながさき型地域貢献企業等」に認定しましたので、ご紹介します。 

本サイトでもご紹介している事業者も認定されていますので、ぜひ併せてご覧ください！ 

 

制度の詳細はこちらから↓↓ 

長崎市ホームページ：長崎の地域に貢献する企業等を募集します（ながさき型地域貢献企業等認定制度） 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6223.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新たに認定された事業者 ６事業者＞ 

認定番号 事業所名 活動内容 

15 有限会社福島清掃 

・連携協定の締結 

（地域行事への備品貸与及び設置・撤去、行事開催時におけ

る事業所駐車場の提供、災害発生時における災害用備蓄品の

提供） 

16 株式会社ＤＥＮＫＥＮ ・環境美化活動（清掃活動への参加） 

17 九州ビルド株式会社 ・環境美化活動（清掃活動への参加） 

18 
株式会社 KPG HOTEL&RESORT 

i+Land nagasaki 

・地域行事（ペーロン大会、運動会、文化祭、もちつき大会）

の運営補助及び設営撤去 

・定期開催をしている買い物支援事業の運営補助及び車両の

提供 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6223.html


19 社会福祉法人春秋会 

・地域コミュニティ協議会の運営 

・清掃活動への参加 

・地域行事（地域くんち）の担い手として参加 

・地域コミュニティ協議会の部会活動「あいさつ運動」への

参加 

20 Total Habilitation System 株式会社 

・地域行事（祭り）の運営補助及び設営撤去 

・地域行事（地域くんち）の担い手として参加 

・地域コミュニティ協議会の部会活動「あいさつ運動」への

参加 

 

 

＜これまでに認定された事業者＞ 

認定番号 事業所名 活動内容 

1 株式会社田浦組 
・環境美化活動（清掃活動への参加） 

・高齢者・障害者支援活動（敬老会への寄附） 

2 株式会社丸栄組 
・連携協定の締結 

（行事支援、避難場所の提供） 

3 株式会社弘栄工業 
・連携協定の締結 

（行事支援、避難場所の提供） 

4 錦建設工業株式会社 
・環境美化活動（清掃活動への参加） 

・金銭的支援（スタンプラリーへの寄附） 

5 長興産業株式会社 
・連携協定の締結 

（行事支援、事務補助、非常時に資材の貸出、駐車場利用） 

6 三興建設株式会社 

・夏祭りの運営 

・防犯防災活動（火の用心パトロールへの参加） 

・金銭的支援（夏祭りへの寄附） 

7 株式会社三基 

次の取組みのために、従業員が休暇取得予定。 

・子育て支援活動（小学校育英会ふれあい祭りの準備、自治

会クリスマス会の準備） 

8 株式会社長崎西部建設 

次の取組みのために、従業員が休暇取得予定。 

・子育て支援活動（小学校 PTA 講演会）、環境美化活動（青

少年育成協議会清掃活動への参加）、小学校 PTA 交通安全運

動立哨 

9 有限会社岩尾建業 

・地域行事の準備（ペーロン大会） 

・夏祭りの運営補助 

・子育て支援活動（餅つき大会運営補助） 

10 武藤建設株式会社 
・連携協定の締結 

（環境美化活動、防災及び災害時協力、行事支援） 

11 社会福祉法人平成会 

・連携協定の締結 

（地域行事への参画、備品貸与、災害発生時の一時避難所と

しての開放等） 



12 株式会社西海興業 

次の取組みのために、従業員が休暇取得予定。 

・環境美化活動（自治会の古紙リサイクル回収活動への参加） 

・子育て支援活動（小学校 PTA 会長として関係会議を運営） 

13 医療法人稲仁会 

・地域行事（七夕飾り、餅つき門松つくり等）の運営補助 

・地域行事への寄付 

・自治会行事実施時の法人施設の無償提供 

14 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 

・定期開催をしている買い物支援事業の運営補助及び資材や

車両の提供 

・地域行事（健康増進イベントや地域まつり）の運営補助及

び資材や賞品の提供 

 

お問い合せ先 

長崎市自治振興課 

〒850-8685 長崎市魚の町４番１号（10 階） 

電話 095-829-1134 







主催：厚生労働省
協力：日本労働者協同組合連合会、ワーカーズ・コレクティブネットワークジャパン

ろうきょうの
働き方って？

ろうきょうの
可能性を
知りたい      

2022 年 10 月からスタートした新しい法人制度「労働者協同組合（ろうきょう）」を

活用した自分らしい働き方、地域づくりが広がっています。

ろうきょうオンラインセミナー

14 00 16 001月21日
日 時

水

■　労働者協同組合の概要
      池田  陽平（厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課 労働者協同組合業務室長）

■　基調講演    

      古村  伸宏（日本労働者協同組合連合会 理事長）

         「地域の魅力、新しい産業の創造」
       ～労働者協同組合で地域を活性化～   
■　事例紹介

      ・ YURAMEKI 労働者協同組合  （愛知県安城市）
      ・ 労働者協同組合鮭酒造  （千葉県多古町）
　　　　■　パネルディスカッション
　　２つの事例の取組みをパネルディスカッションで深めます
　　

お知らせ

プログラム

●    Zoom ウェビナーを使用したセミナーとなります。　

●  プログラムは一部変更となる場合がございます。

      

オンライン開催

参加無料
※事前申込制

地域の魅力
新しい産業の創造
～労働者協同組合で地域を活性化～



労働者協同組合とは

労働者協同組合は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映

して、自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみん

なで意見を出し合って、助け合いながら、地域の課題を解決してい

こうという、新しい法人制度です。

設立された労働者協同組合では、荒廃山林を整備したキャンプ場

の経営、葬祭業、成年後見支援、家事代行、給食づくり、高齢者

介護など様々な事業が行われており、多種多様な事業分野で、新

たな選択肢として活用されています。

労働

出資 意見反映
組合員

￥

お申込み・お問合せ

●   特設サイトからお申込みください。

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/forum/onlineseminar_202505

知 り た い！労 働 者 協 同 組 合 法　厚 生 労 働 省

●   開催前日までに、お申し込み時に入力したメールアドレスに「Zoom 参加用 URL」をご案内します。
　万一「Zoom 参加用 URL」が届かない場合、特設サイトのお問合せフォームからご連絡ください。

申 込 締 切 2026 年 1 月 19 日（月）

セミナースケジュール

1 4  0 0  1 6  0 0
7 / 2 3 水1

【テーマ】 市町村セミナー

「地域課題を解決する新たな選択肢」
～労働者協同組合を
　　　 活用した地域づくり～
講師：中西　大輔
 　労働者協同組合やさしいまちづくり総合研究所   代表理事

1 4  0 0  1 6  0 0
9 / 2 7 土2

【テーマ】

「多様な人材が活躍できる働き方」
～労働者協同組合で
　  実現するダイバーシティ～
講師：大高　研道
　明治大学 教授、（一社）協同総合研究所 理事長

1 4  0 0  1 6  0 0
10/29 水3

【テーマ】

「副業・兼業・フリーランスの
協働を実現する働き方」

～労働者協同組合で広がる可能性！～
講師：小野　晶子
　（独）労働政策研究・研修機構 理事

1 4  0 0  1 6  0 0
12/13 土4

【テーマ】

「ミドル・シニアの
     働きがい向上・雇用の創出」
～労働者協同組合が活躍の舞台！～
講師：小島　明子
　（株）日本総合研究所 創発戦略センター スペシャリスト

1 4  0 0  1 6  0 0
1 / 2 1 水5

【テーマ】

「地域の魅力、新しい産業の創造」
～労働者協同組合で
                       地域を活性化～
講師：古村　伸宏
　日本労働者協同組合連合会 理事長

●   事前予約制となっております。
●   【定員】200 名











●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

年
休
と
っ
て

ほ
っ
と
ひ
と
や
す
み

年
末
年
始
は

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

 年次有給休暇  を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう



〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。 
1　当社の従業員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。
なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。

2　年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月～9月の間で3日間　後期=10月～翌年3月の間で3日間

3　各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
4　各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
5　各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。 
6　業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。
　〇〇〇〇年〇月〇日

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっています。

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた
残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が
行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

❶日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

●就業規則や労使協定のモデルは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

注）時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

❷活用方法

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定の例（個人別付与方式の場合）

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

〈労使協定で定める事項〉
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
　  対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外と  
　  する場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。
② 時間単位年休の日数
　  １年５日以内の範囲で定めてください。

③ 時間単位年休１日分の時間数
　  １日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めて
　  ください。１時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてく
　  ださい。（例）所定労働時間が１日７時間30分の場合は８時間となります。
④ １時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
　  ２時間単位など１日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を
　  定めてください。

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう
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